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   狭山市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 

 狭山市議会会議規則（昭和４２年規則第４号）の一部を別紙のとおり改正する。 
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提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正にかんがみ、常任委員会及び議会運営

委員会が提出する議案の手続きを定めるとともに、条文の整備をしたいので、この案を

提出するものである。 



狭山市議会会議規則の一部を改正する規則 

狭山市議会会議規則（昭和４２年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第１４条に次の１項を加える。 

２ 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が 

議長に提出しなければならない。 

第１９条に次の１項を加える。 

３ 委員会が提出した議案につき第１項の承認を求めようとするときは、委員会の承 

認を得て委員長から請求しなければならない。 

第３７条第２項中「提出者」を「第１項に規定する提出者」に、「又は」を「及び 

同項の規定による」に、「はかつて」を「諮つて」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただ 

し、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は

議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別 

委員会に付託することができる。 

第９６条第２項中「第１０９条の２第３項」を「第１０９条の２第４項」に改める。 

第１３９条及び第１５１条中「第２項」を「第３項」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                                      

                                      

                                      

                                       



                                                                             


